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協働プロセス評価シート（行政担当者用） ｺｰﾄﾞ

役職・氏名

連絡先住所

TEL：

FAX：

※最も該当すると思われる番号を一つ○で囲んでください。

1

1 県民意識調査等の独自調査から把握した

2 受益者（サービスの対象者）からの要望により把握した

3 協働相手（団体）の調査から把握した

4 協働相手（団体）などとの共同調査から把握した

5 その他

2

1 行政が単独で計画した

2 受益者（団体）が計画を提案した

3 協働相手（団体）が計画を提案した

4 行政と協働相手（団体）が協力し計画した

5 その他

3 この事業（サービス）の予算額はどのように検討、決定されたものですか。

1 行政が単独で検討、決定した

2 受益者の提案を基に行政が決定した

3 協働相手（団体）の提案を基に行政が決定した

4 行政と協働相手（団体）との合意の下に決定した

5 その他

4 この事業（サービス）を協働で実施しようとした理由は何ですか。

1 行政の方針だから

2 行政コストの削減になるから

3 行政だけより効果が期待できるから

4 協働相手（団体）から良い提案があったから

5 その他

5 協働相手の選定方法をどのように決めましたか。

1 県のガイドラインを参考に企画提案を公募した

2 他に実施可能団体が無いので１団体に特定した

3 補助基準等に従い、個別審査で決定した

4 特に基準は無く、部局で協議し決定した

5 その他

6 協働形態（委託・補助など）をどう決めましたか。

1 県のガイドラインを参考に検討、決定した

2 協働相手（団体）との協議により検討決定した

3 特に基準は無く、部局で協議し決定した

4 どのように決まったか分からない

5 その他

この事業（サービス）のニーズはどのように把握しましたか。

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

この事業（サービス）は誰がどのように計画したものですか。

記入者

事業名

行政担当部署

協働相手
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7 協働相手（団体）をどのような理由で選定しましたか。

1 企画提案が他より優秀だっただから

2 事業実績があったから

3 優秀なスタッフがいるから

4 ＮＰＯ法人だから

5 その他

8 提供した資金（補助金や委託料等）は結果として十分だったと思いますか。

1 多すぎた

2 適切であった

3 やや少なかった

4 まったく少なかった

5 その他

9 資金以外に提供した資源はどのようのものですか。（複数回答可）

1 事業運営への職員の参画

2 会場の提供

3 他部局情報の提供

4 所有機器の貸与

5 その他

10 事業開始前の協働に対するイメージはどうでしたか。

1 協働の効果はあると思っていた

2 効果はあるが事務が煩雑だろうと思った

3 効果があるか疑問だった

4 何も意識していなかった

5 その他

11

1 きめ細かいサービスが得られた

2 自助努力の機運が出来た

3 支援のネットワークが広がった

4 行政の事情を理解してもらえた

5 その他

12

1 受益者のニーズが的確に分かった

2 必要なサービスを安く提供できた

3 別の視点やノウハウを修得できた

4 行政の信頼度が上がった

5 その他

13 協働相手（団体）側の効果（協働だから出来たこと）は何だったと思いますか。（複数回答可）

1 受益者(団体）からの信頼度が上がった

2 ミッション継続の資源を確保できた

3 マネジメント能力が向上した

4 行政への対応方法が身に付いた

5 その他

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

協働による行政側の効果（協働だから出来たこと）は何だったと思いますか。（複数回答可）

把握の方法

また、どのような方法（アンケート調査、インタビュー等）でそれを把握しましたか。

その他の
内容

その他の
内容

協働による受益者側の効果（協働だから出来たこと）は何だったと思いますか。（複数回答可）
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14 協働事業において協働相手（団体）の課題（改善を必要とするもの）は何ですか。（複数回答可）

1 協働相手（団体）の能力が分かる情報が少ない

2 協働相手（団体）自体の事業遂行能力が弱い

3 協働相手（団体）自体の事務能力が弱い

4 団体間の連携が出来ない

5 その他

15 協働事業において行政の課題（改善を必要とするもの）は何ですか。（複数回答可）

1 事務の流れが定まっていない

2 予算が立てにくく、実施に不安

3 協働の有効性自体が理解できない

4 無駄な事務作業が発生している

5 その他

16 現在の協働に対するイメージはどうですか。

1 効果が期待できると思う

2 効果はあるが事務が煩雑になると思う

3 効果があるか疑問だ

4 特に意識していない

5 その他

17 行政とＮＰＯとの協働について、県民による理解はどの程度進んでいると思いますか。

また何故そう感じるのか、その理由をお書き下さい。

1 急速に理解が進んでいる

2 ある程度理解が進んでいる

3 あまり理解が進んでいない

4 まったく理解が進んでいない

5 その他

理由

18 この協働事業で学んだことがあればご記入ください。

19 行政サービスを改善させる協働のあり方（県ガイドラインの見直し等）についてご意見をお願いします。

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

17



協働プロセス評価シート（団体担当者用） ｺｰﾄﾞ

役職・氏名

連絡先住所

TEL：

FAX：

※最も該当すると思われる番号を一つ○で囲んでください。

1

1 受益者（サービスの対象者）から直接把握した

2 貴団体（協働相手）の普段の活動から把握した

3 行政との共同調査から把握した

4 県民意識調査等行政の調査により把握した

5 その他

2 この事業（サービス）は誰がどのように計画したものですか。

1 貴団体が単独で計画した

2 他の団体（受益者を含む）が計画した

3 貴団体と行政と協力し計画した

4 行政が単独で計画した

5 その他

3 この事業（サービス）の県予算額はどのように検討、決定されたものですか。

1 貴団体と行政との合意の下に要求、決定した

2 貴団体の提案を基に行政が決定した

3 他の団体の提案を基に行政が決定した

4 行政が単独で決定した

5 その他

4 この事業（サービス）を協働で実施しようとした理由は何ですか。

1 単独より効果が期待できるため

2 単独では実施困難だったから

3 行政からの呼びかけがあったから

4 運営費獲得のため

5 その他

5 行政の協働相手選定方法は適切だったと思いますか。

1 概ね適切だった

2 提案者だから特命にしてほしかった

3 公募による企画提案競技の方が望ましい

4 審査方法や基準が明確でなかった

5 その他

6 協働形態（委託・補助など）は適切だったと思いますか。

1 概ね適切だった

2 補助ではなく委託が良かった

3 委託ではなく補助が良かった

4 実行委員会など行政にもっと関わってほしかった

5 その他

事業名

記入者行政担当部署

協働相手

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

この事業（サービス）のニーズはどのように把握しましたか。

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容
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7 協働相手として貴団体が選ばれた理由は何だと思いますか。

1 企画提案が他より優秀だったから

2 事業実績があったから

3 優秀なスタッフがいたから

4 ＮＰＯ法人だから

5 その他

8 提供を受けた資金（補助金や委託料等）は結果として十分だったと思いますか。

1 まったく少なかった

2 やや少なかった

3 適切であった

4 多すぎた

5 その他

9 資金以外に提供を受けた資源はどのようなものですか。（複数回答可）

1 事業運営への職員の参画

2 会場の提供

3 他部局情報の提供

4 所有機器の貸与

5 その他

10 事業開始前の協働に対するイメージはどうでしたか。

1 協働の効果が期待できた

2 効果はあるが事務が煩雑

3 効果があるか疑問

4 行政の仕事が減る

5 その他

11 協働による受益者側の効果（協働だから出来たこと）は何だったと思いますか。（複数回答可）

1 きめ細かいサービスが得られた

2 自助努力の機運が出来た

3 支援のネットワークが広がった

4 行政の事情も理解できた

5 その他

12 協働による行政側の効果（協働だから出来たこと）は何だったと思いますか。（複数回答可）

1 受益者のニーズが的確に分かった

2 必要なサービスを安く提供できた

3 別の視点やノウハウを修得できた

4 行政の信頼度が上がった

5 その他

13 貴団体側の効果（協働だから出来たこと）は何だったと思いますか。（複数回答可）

1 受益者からの信頼度が上がった

2 ミッション継続の資源を確保できた

3 マネジメント能力が向上した

4 行政への対応方法が身に付いた

5 その他

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容
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14 この協働事業によって市民に協働の重要性が伝わったと思いますか。

1 十分に伝わったと思う

2 事業関係者には伝わったと思う

3 伝わらなかったと思う

4 わからない

5 その他

15 協働事業において貴団体の課題（改善を必要とするもの）は何ですか。（複数回答可）

1 団体の能力が分かる情報が少ない

2 団体自体の事業遂行能力が弱い

3 団体自体の事務能力が弱い

4 団体間の連携が出来ない

5 その他

16 協働事業において行政の課題（改善を必要とするもの）は何ですか。（複数回答可）

1 事務の流れが定まっていない

2 実施困難な予算立てがある

3 協働の有効性自体を理解していない

4 無駄な事務作業が発生している

5 その他

17 現在の協働に対するイメージはどうですか。

1 効果が期待できる

2 効果はあるが事務が煩雑

3 効果があるか疑問

4 行政の仕事が減る

5 その他

18 この協働事業で学んだことがあればご記入ください。

19 行政サービスを改善させる協働のあり方（県ガイドラインの見直し等）についてご意見をお願いします。

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

その他の
内容

20
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体
の

単
独

計
画

３
．
共

通
　
１
）
共

同
計

画
が

過
半

　
２
）
受

益
者

の
計

画
が

少
な
い

Ａ
－

５
Ｂ
－

５
＜

行
３
・
団

３
　
予

算
決

定
の

方
法

＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
行

政
の

単
独

決
定

　
２
）
協

働
相

手
と
の

合
意

　
３
）
協

働
相

手
の

提
案

よ
り

２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
団

体
の

提
案

　
２
）
行

政
単

独
　
３
）
合

意
の

も
と
行

政
決

定
３
．
共

通
　
１
）
事

前
協

議
有

り
が

過
半

　
２
）
行

政
単

独
の

団
体

回
答

少
な
い

Ａ
－

６
Ｂ
－

６

Ⅰ 　 単 純 集 計 （ 行 政 ・ 団 体 比 較 ）

団
２
　
こ
の

事
業

の
ニ
ー
ズ
は

ど
の

よ
う
に
把

握
し
ま
し
た
か

。

2
1
%

3
6
%

1
6
%

1
1
%

1
6
%

受
益

者
（
サ

ー
ビ
ス
の

対
象

）
か

ら
直

接
把

握
し
た

貴
団

体
（
協

働
相

手
）
の

普
段

の
活

動
か

ら
把

握
し
た

行
政

と
の

共
同

調
査

か
ら
把

握
し
た

県
民

意
識

調
査

等
行

政
の

調
査

に
よ
り
把

握
し
た

そ
の

他

行
１
　
こ
の

事
業

の
ニ
ー
ズ
は

ど
の

よ
う
に
把

握
し
ま
し
た
か

。

1
9
% 2
8
%

1
9
%

1
0
%2
4
%

県
民

意
識

調
査

等
の

独
自

調
査

受
益

者
か

ら
の

要
望

協
働

相
手

の
調

査

共
同

調
査

そ
の

他

行
２
　
こ
の

事
業

は
誰

が
ど
の

よ
う
に
計

画
し
た
も
の

で
す
か

。

2
2
%

2
%

1
4
%

5
3
%

9
%

行
政

が
単

独
計

画

受
益

者
が

計
画

提
案

協
働

相
手

が
計

画
提

案

協
働

相
手

と
の

合
意

決
定

そ
の

他

団
２
　
こ
の

事
業

は
誰

が
ど
の

よ
う
に
計

画
し
た
も
の

で
す
か

。

18
%

2%

58
%

20
%

2%
貴

団
体

が
単

独
で
計

画
し
た

他
の

団
体

（
受

益
者

を
含

む
）
が

計
画

し
た

貴
団

体
と
行

政
と
協

力
し
計

画
し
た

行
政

が
単

独
で
計

画
し
た

そ
の

他

行
３
　
こ
の

事
業

の
予

算
額

は
ど
の

よ
う
に
決

定
さ
れ

ま
し
た
か

。

40
%

3%
23
%

29
%

5%
行

政
が

単
独

、
検

討
、
決

定

受
益

者
の

提
案

を
基

に
行

政
が

決
定

協
働

相
手

の
提

案
を
基

に
行

政
が

決
定

行
政

と
協

働
相

手
と
の

合
意

の
下

に
決

定

そ
の

他

団
３
　
こ
の

事
業

の
県

予
算

額
は

ど
の

よ
う
に
決

定
さ
れ

ま
し
た
か

。

28
%

37
%

1%

32
%

2%
貴

団
体

と
行

政
と
の

合
意

の
下

に
要

求
、
決

定
し
た

貴
団

体
の

提
案

を
基

に
行

政
が

決
定

し
た

他
団

体
の

提
案

を
基

に
行

政
が

決
定

し
た

行
政

が
単

独
で
決

定
し
た

そ
の

他

2
2



■
県

事
業

に
お
け
る
の

協
働

プ
ロ
セ
ス
評

価
の

傾
向

特
　
徴

行
　
政

（
1
3
5
/
1
6
9
）
7
9
.9
％

団
　
体

（
1
1
9
/
1
6
6
）
7
1
.7
％

＜
行

４
・
団

４
　
協

働
の

理
由

＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
単

独
よ
り
効

果
大

　
２
）
協

働
相

手
か

ら
の

良
い
提

案
２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
行

政
か

ら
の

呼
び
か

け
　
２
）
単

独
よ
り
効

果
大

　
３
）
単

独
で
は

実
施

困
難

３
．
共

通
　
１
）
受

身
の

団
体

が
多

い

Ａ
－

７
Ｂ
－

７
＜

行
５
・
団

５
　
協

働
相

手
の

選
定

方
法

＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
外

に
実

施
可

能
団

体
無

し
　
２
）
使

わ
れ

な
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　
３
）
基

準
無

く
部

局
単

位
で
協

議
２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
選

定
方

法
は

概
ね

適
切

３
．
共

通
　
１
）
結

果
は

ほ
ぼ

適
切

　
２
）
選

定
方

法
が

明
確

で
な
い

￥

Ａ
－

８
Ｂ
－

８
＜

行
６
・
団

６
　
協

働
形

態
の

選
択

方
法

＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
基

準
無

く
部

局
で
協

議
　
２
）
協

働
相

手
と
の

協
議

　
３
）
使

わ
れ

な
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
形

態
は

概
ね

適
切

３
．
共

通
　
１
）
結

果
は

ほ
ぼ

適
切

　
２
）
選

択
方

法
が

明
確

で
な
い

Ａ
－

９
Ａ
－

９

Ⅰ 　 単 純 集 計 （ 行 政 ・ 団 体 比 較 ）

行
４
　
こ
の

事
業

を
協

働
で
実

施
し
た
理

由
は

何
で
す
か

。

8
%

4
%

6
4
%

2
0
%

4
%

行
政

の
方

針

行
政

コ
ス
ト
の

削
減

行
政

だ
け
よ
り
効

果
が

期
待

で
き
る

協
働

相
手

（
団

体
）
か

ら
良

い
提

案
が

あ
っ
た

そ
の

他

団
４
　
こ
の

事
業

を
協

働
で
実

施
し
た
理

由
は

何
で
す
か

。

2
6
%

1
8
%

5
0
%

5
%1
%

単
独

よ
り
効

果
が

期
待

で
き
る

た
め

単
独

で
は

実
施

困
難

だ
っ
た
か

ら 行
政

か
ら
の

呼
び
か

け
が

あ
っ

た
か

ら

運
営

費
獲

得
の

た
め

そ
の

他

行
５
　
協

働
相

手
の

選
定

方
法

を
ど
の

よ
う
に
決

め
ま
し
た
か

。

1
1
%

5
0
%

7
%

1
9
%

1
3
%

県
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参

考
に
企

画
提

案
を
公

募

ほ
か

に
実

施
可

能
団

体
が

な
か

っ
た
の

で
特

定

補
助

基
準

等
に
従

い
、
個

別
審

査
で
決

定

基
準

は
な
く
部

局
で
協

議
、
決

定 そ
の

他

団
５
　
行

政
の

協
働

相
手

選
定

方
法

は
適

切
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
か

。

8
3
%

1
%9
%

5
%2
%

概
ね

適
切

だ
っ
た

提
案

者
だ
か

ら
特

命
に
し
て
ほ

し
か

っ
た

公
募

に
よ
る
企

画
提

案
競

技
の

方
が

望
ま
し
い

審
査

方
法

や
基

準
が

明
確

で
な

か
っ
た

そ
の

他

団
６
　
協

働
形

態
は

適
切

だ
っ
た
と
思

い
ま
す
か

。

8
5
%

1
%8
%

4
%2
%

概
ね

適
切

だ
っ
た

補
助

で
は

な
く
委

託
が

良
か

っ
た 委

託
で
は

な
く
補

助
が

良
か

っ
た 実

行
委

員
な
ど
行

政
に
も
っ
と

関
わ

っ
て
ほ

し
か

っ
た

そ
の

他

団
６
　
協

働
形

態
を
ど
う
決

め
ま
し
た
か

。

1
3
%

2
1
%

5
3
%

2
%

1
1
%

県
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参

考
に
検

討
、
決

定

協
働

相
手

（
団

体
）
と
の

協
議

、
検

討
、
決

定

特
に
規

準
は

な
く
、
部

局
で
協

議
、
決

定

ど
の

よ
う
に
決

ま
っ
た
か

分
か

ら
な
い

そ
の

他

2
3



■
県

事
業

に
お
け
る
の

協
働

プ
ロ
セ
ス
評

価
の

傾
向

特
　
徴

行
　
政

（
1
3
5
/
1
6
9
）
7
9
.9
％

団
　
体

（
1
1
9
/
1
6
6
）
7
1
.7
％

＜
行

７
・
団

７
　
協

働
相

手
の

選
定

理
由

＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
実

績
重

視
　
２
）
法

人
だ
か

ら
　
３
）
優

秀
な
ス
タ
ッ
フ

２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
実

績
　
２
）
提

案
内

容
　
３
）
法

人
だ
か

ら
３
．
共

通
　
１
）
実

施
能

力
重

視
の

行
政

　
２
）
提

案
内

容
重

視
の

団
体

Ａ
－

１
０

Ｂ
－

１
０

＜
行

８
・
団

８
　
提

供
資

金
の

満
足

度
＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
金

額
は

適
切

　
２
）
や

や
少

な
い

２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
金

額
は

適
切

　
２
）
や

や
少

な
い

３
．
共

通
　
１
）
金

額
に
納

得
し
て
い
な
い
団

体
が

半
数

Ａ
－

１
１

Ｂ
－

１
１

＜
行

９
・
団

９
　
資

金
以

外
の

提
供

資
源

＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
職

員
の

参
加

　
２
）
会

場
提

供
　
３
）
他

部
局

情
報

提
供

２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
職

員
の

参
加

　
２
）
会

場
の

提
供

　
３
）
他

部
局

の
情

報
３
．
共

通
　
１
）
市

町
村

へ
の

周
知

　
２
）
動

員
協

力
と
広

報
Ａ
－

１
２

Ｂ
－

１
２

Ⅰ 　 単 純 集 計 （ 行 政 ・ 団 体 比 較 ）
行

９
　
資

金
以

外
に
提

供
し
た
資

源
（
複

数
回

答
％

）

32
.6

28
.1

14
.1

23
.0

63
.7

0
10

20
30

40
50

60
70

1

そ
の

他

所
有

機
器

貸
与

他
部

局
情

報
提

供

会
場

提
供

事
業

運
営

へ
の

職
員

参
画

行
７
　
協

働
相

手
（
団

体
）
を
ど
の

よ
う
な
理

由
で
選

定
し
ま
し
た
か

。

1
2
%

4
7
%

1
0
%

1
0
%

2
1
%

企
画

提
案

が
他

よ
り
優

秀

事
業

実
績

が
あ
っ
た
か

ら

優
秀

な
ス
タ
ッ
フ
が

い
る
か

ら

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
だ
か

ら

そ
の

他

団
７
　
貴

団
体

が
選

ば
れ

た
理

由
は

何
だ
と
思

い
ま
す
か

。

1
8
%

4
4
%

3
%

1
8
%

1
7
%

企
画

提
案

が
他

よ
り
優

秀
だ
っ
た
か

ら

事
業

実
績

が
あ
っ
た
か

ら

優
秀

な
ス
タ
ッ
フ
が

い
た
か

ら

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
だ
か

ら

そ
の

他

行
８
　
提

供
し
た
資

金
は

結
果

と
し
て
十

分
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
か

。

2
%

8
0
%

6
%1
%1
1
%

多
す
ぎ
た

適
切

で
あ
っ
た

や
や

少
な
か

っ
た

ま
っ
た
く
少

な
か

っ
た

そ
の

他

団
８
　
提

供
を
受

け
た
資

金
は

十
分

だ
っ
た
と
思

い
ま
す
か

。

7
%

4
0
%

4
8
%

0
%5
%

ま
っ
た
く
少

な
か

っ
た

や
や

少
な
か

っ
た

適
切

で
あ
っ
た

多
す
ぎ
た

そ
の

他

団
９
　
資

金
以

外
に
提

供
を
受

け
た
資

源
（
複

数
回

答
％

）

3
2
.8

1
9
.3

1
9
.32
1
.8

5
6
.3

0
2
0

4
0

6
0

1

そ
の

他

所
有

機
器

の
貸

与

他
部

局
情

報
の

提
供

会
場

の
提

供

事
業

運
営

へ
の

職
員

の
参

画

2
4



■
県

事
業

に
お
け
る
の

協
働

プ
ロ
セ
ス
評

価
の

傾
向

特
　
徴

行
　
政

（
1
3
5
/
1
6
9
）
7
9
.9
％

団
　
体

（
1
1
9
/
1
6
6
）
7
1
.7
％

＜
行

1
0
・
団

1
0
　
事

前
の

協
働

イ
メ
ー
ジ
＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
８
９
％

が
効

果
確

信
　
２
）
事

務
煩

雑
感

５
％

２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
７
６
％

が
効

果
確

信
　
２
）
事

務
煩

雑
感

が
９
％

　
３
）
効

果
疑

問
が

８
％

３
．
共

通
　
１
）
団

体
側

に
や

や
疑

問
感

Ａ
－

１
３

Ｂ
－

１
３

＜
行

1
1
・
団

1
1
　
受

益
者

側
の

効
果

＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
自

助
努

力
の

機
運

２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
行

政
事

情
の

理
解

３
．
共

通
　
１
）
き
め
細

か
い
サ

ー
ビ
ス

　
２
）
支

援
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

Ａ
－

１
４

Ｂ
－

１
４

＜
行

1
2
・
団

1
2
　
行

政
側

の
効

果
＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
別

の
視

点
や

ノ
ウ
ハ

ウ
取

得
２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
必

要
な
サ

ー
ビ
ス
安

く
提

供
　
２
）
行

政
の

信
頼

度
向

上
３
．
共

通
　
１
）
受

益
者

の
ニ
ー
ズ
把

握
的

確

Ａ
－

１
５

Ｂ
－

１
５

Ⅰ 　 単 純 集 計 （ 行 政 ・ 団 体 比 較 ）

行
1
0
　
事

業
開

始
前

の
協

働
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
は

ど
う
で
し
た
か

。

9
1
%

4
%1
%1
%

3
%

協
働

の
効

果
は

あ
る
と
思

っ
て

い
た

効
果

は
あ
る
が

事
務

が
煩

雑
だ

ろ
う
と
思

っ
た

効
果

が
あ
る
か

疑
問

だ
っ
た

何
も
意

識
し
て
い
な
か

っ
た

そ
の

他

団
1
0
　
事

業
開

始
前

の
協

働
に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
は

ど
う
で
し
た
か

。

8
0
%

9
%

6
%1
%4
%

協
働

の
効

果
が

期
待

で
き
た

効
果

は
あ
る
が

事
務

が
煩

雑

効
果

は
あ
る
が

疑
問

行
政

の
仕

事
が

減
る

そ
の

他

行
1
1
　
協

働
に
よ
る
受

益
者

側
効

果
（
複

数
回

答
） 4
0
.0

3
5
.6

4
3
.0

1
4
.8

8
.9

0
2
0

4
0

6
0

1

そ
の

他

行
政

の
事

情
を
理

解
し
て
も
ら

え
た

支
援

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

広
が

っ
た

自
助

努
力

の
機

運
が

出
来

た

き
め
細

か
い
サ

ー
ビ
ス
が

得
ら

れ
た

行
1
1
　
協

働
に
よ
る
受

益
者

側
効

果
（
複

数
回

答
％

）

3
8
.7

3
5
.3

4
2
.0

3
0
.3

7
.6

0
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

1

そ
の

他

行
政

の
事

情
も
理

解
で
き
た

支
援

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

広
が

っ
た

自
助

努
力

の
機

運
が

出
来

た

き
め
細

か
い
サ

ー
ビ
ス
が

得
ら
れ

た

行
１
２
　
協

働
に
よ
る
行

政
側

の
効

果
(複

数
回

答
％

） 3
9
.3

2
5
.2

4
9
.6

1
1
.11
4
.8

0
2
0

4
0

6
0

1

そ
の

他

行
政

の
信

頼
度

が
上

が
っ
た

別
の

視
点

や
ノ
ウ
ハ

ウ
を
習

得 必
要

な
サ

ー
ビ
ス
を
安

く
提

供 受
益

者
の

ニ
ー
ズ
が

的
確

に
分

か
っ
た

団
1
2
　
協

働
に
よ
る
行

政
側

の
効

果
（
複

数
回

答
％

）

4
6
.25
1
.3

3
2
.8

1
9
.3

2
.5

0
2
0

4
0

6
0

1

系
列

5

行
政

の
信

頼
度

が
上

が
っ
た

別
の

視
点

や
ノ
ウ
ハ

ウ
を

修
得

で
き
た

必
要

な
サ

ー
ビ
ス
を
安

く
提

供
で
き
た

受
益

者
の

ニ
ー
ズ
が

的
確

に
分

か
っ
た

2
5



■
県

事
業

に
お
け
る
の

協
働

プ
ロ
セ
ス
評

価
の

傾
向

特
　
徴

行
　
政

（
1
3
5
/
1
6
9
）
7
9
.9
％

団
　
体

（
1
1
9
/
1
6
6
）
7
1
.7
％

＜
行

1
3
・
団

1
3
　
団

体
側

の
効

果
＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能

力
向

上
２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
行

政
へ

の
対

応
方

法
理

解
３
．
共

通
　
１
）
受

益
者

か
ら
の

信
頼

度
向

上
　
２
）
ミ
ッ
シ
ョ
ン
維

持
資

源
確

保

Ａ
－

１
６

Ｂ
－

１
６

＜
行

1
4
・
団

1
5
　
団

体
側

の
課

題
＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
団

体
能

力
情

報
が

少
な
い

２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
事

業
遂

行
能

力
が

弱
い

３
．
共

通
　
１
）
事

務
能

力
が

弱
い

　
２
）
団

体
間

の
連

携
が

出
来

な
い

Ａ
－

１
７

Ｂ
－

１
７

＜
行

1
5
・
団

1
6
　
行

政
側

の
課

題
＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
予

算
が

立
て
難

い
　
２
）
事

務
の

流
れ

が
定

ま
っ
て
い
な
い

２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
有

効
性

が
理

解
さ
れ

て
い
な
い

　
２
）
無

駄
な
事

務
作

業
の

発
生

３
．
共

通
（
そ
の

他
）

　
１
）
市

町
村

と
の

関
係

　
２
）
役

割
分

担

Ａ
－

１
８

Ｂ
－

１
８

Ⅰ 　 単 純 集 計 （ 行 政 ・ 団 体 比 較 ）

行
1
3
　
協

働
相

手
側

の
効

果
（
複

数
回

答
％

）

4
6
.7

4
3
.7

3
8
.5

1
9
.3

7
.4

0
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

1

そ
の

他

行
政

へ
の

対
応

方
法

が
身

に
付

い
た

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能

力
が

向
上

ミ
ッ
シ
ョ
ン
継

続
の

資
源

を
確

保 受
益

者
（
団

体
）
か

ら
の

信
頼

度
が

上
が

っ
た

団
1
3
　
団

体
側

効
果

（
複

数
回

答
％

）

5
2
.1

4
9
.6

3
5
.3

3
4
.5

5
.0

0
2
0

4
0

6
0

1

系
列

5

行
政

へ
の

対
応

方
法

が
身

に
付

い
た

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能

力
が

向
上

し
た ミ
ッ
シ
ョ
ン
継

続
の

資
源

を
確

保
で
き
た

受
益

者
か

ら
の

信
頼

度
が

あ
が

っ
た

行
1
4
　
協

働
相

手
の

課
題

（
複

数
回

答
課

3
7
.0

2
3
.7

3
1
.9

1
2
.6

2
3
.0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

1

そ
の

他

団
体

間
の

連
携

が
出

来
な
い

協
働

相
手

（
団

体
）
自

体
の

事
務

能
力

が
弱

い

協
働

相
手

（
団

体
）
自

体
の

事
業

遂
行

能
力

が
弱

い 協
働

相
手

（
団

体
）
の

能
力

が
分

か
る
情

報
が

少
な
い

団
1
5
　
貴

団
体

の
課

題

2
1
.0

3
4
.5

2
7
.7

1
4
.3

2
0
.2

0
1
0

2
0

3
0

4
0

1

系
列

5

団
体

間
の

連
携

が
出

来
な
い

団
体

自
体

の
事

務
能

力
が

弱
い

団
体

自
体

の
事

業
遂

行
能

力
が

弱
い

団
体

の
能

力
が

分
か

る
情

報
が

少
な
い

行
1
5
　
行

政
の

課
題

（
複

数
回

答
％

）

3
2
.6

3
9
.3

3
.7

8
.1

3
2
.6

0
2
0

4
0

6
0

1

そ
の

他

無
駄

な
事

務
作

業
が

発
生

し
て
い
る

協
働

の
有

効
性

自
体

が
理

解
で
き
な
い

予
算

が
立

て
に
く
く
、
実

施
に
不

安

事
務

の
流

れ
が

定
ま
っ

て
い
な
い

団
1
6
　
行

政
の

効
果

（
複

数
回

答
％

）

2
6
.1

2
2
.7

1
5
.1

1
2
.6

3
4
.5

0
1
0

2
0

3
0

4
0

1

そ
の

他

無
駄

な
事

務
作

業
が

発
生

し
て
い
る

協
働

の
有

効
性

自
体

を
理

解
し
て
い
な
い

実
施

困
難

な
予

算
立

て
が

あ
る

事
務

の
流

れ
が

定
ま
っ

て
い
な
い

2
6



■
県

事
業

に
お
け
る
の

協
働

プ
ロ
セ
ス
評

価
の

傾
向

特
　
徴

行
　
政

（
1
3
5
/
1
6
9
）
7
9
.9
％

団
　
体

（
1
1
9
/
1
6
6
）
7
1
.7
％

＜
行

1
6
・
団

1
7
　
現

在
の

協
働

イ
メ
ー
ジ
＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
期

待
感

が
１
０
％

減
少

　
２
）
事

務
の

煩
雑

感
が

増
加

　
３
）
期

待
で
き
な
い
が

増
加

２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
期

待
感

が
や

や
増

加
　
２
）
効

果
へ

の
疑

問
が

減
少

　
３
）
事

務
の

煩
雑

感
が

増
加

３
．
共

通
　
１
）
９
０
％

は
効

果
を
実

感
　
２
）
や

や
過

剰
だ
っ
た
行

政
の

期
待

Ａ
－

１
９

Ｂ
－

１
９

＜
行

1
7
・
団

1
4
　
県

民
の

理
解

度
＞

１
．
行

政
の

特
徴

　
１
）
あ
る
程

度
理

解
が

過
半

数
　
２
）
あ
ま
り
進

ん
で
い
な
い
が

４
０
％

２
．
団

体
の

特
徴

　
１
）
事

業
関

係
者

に
は

伝
わ

っ
た

３
．
共

通
　
１
）
理

解
が

拡
大

し
て
い
る

　
２
）
関

係
者

以
外

へ
の

広
報

が
課

題

Ａ
－

２
０

Ｂ
－

２
０

＜
１
０
０
万

円
未

満
の

事
業

分
野

　
行

政
＞

１
．
医

療
・
福

祉
分

野
が

多
い

２
．
産

業
・
起

業
・
雇

用
分

野
少

な
い

Ａ
－

２
１

※
ク
ロ
ス
集

計
の

数
値

は
事

業
分

野
な
ど
の

基
礎

的
な
割

合
（
％

）
と
の

比
較

に
よ
る
倍

率
を
示

し
て
い
ま
す
。
数

値
１
．
０
は

変
化

無
し
。
０
．
５
は

半
減

。
２
．
０
は

倍
増

と
な
り
ま
す
。

Ⅰ 　 単 純 集 計 （ 行 政 ・ 団 体 比 較 ） Ⅱ 　 ク ロ ス 集 計

1
0
0
万

円
未

満
の

事
業

分
野

（
行

政
）

1
.6

0
.7

1
.1

0
.0

1
.11
.2

0
.9

0
.0

0
0
.5

1
1
.5

2

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

・
エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

行
1
6
　
現

在
の

協
働

に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
は

ど
う
で
す
か

。

8
1
%

8
%

2
%

7
%

2
%

効
果

が
期

待
で
き
る
と
思

う

効
果

は
あ
る
が

事
務

が
煩

雑
に
な
る
と
思

う

効
果

が
あ
る
か

疑
問

だ

特
に
意

識
し
て
い
な
い

そ
の

他

団
1
7
　
現

在
の

協
働

に
対

す
る
イ
メ
ー
ジ
は

ど
う
で
す
か

。

8
0
%

1
3
%

2
%3
%2
%

効
果

が
期

待
で
き
る

効
果

は
あ
る
が

事
務

が
煩

雑 効
果

は
あ
る
が

疑
問

行
政

の
仕

事
が

減
る

そ
の

他

行
1
7
　
県

民
に
よ
る
理

解
は

ど
の

程
度

進
ん
で
い
る
と
思

い
ま
す
か

。

6
%

5
2
%

3
9
%

1
%2
%

急
速

に
理

解
が

進
ん
で
い
る

あ
る
程

度
理

解
が

進
ん
で
い

る あ
ま
り
理

解
が

進
ん
で
い
な

い ま
っ
た
く
理

解
が

進
ん
で
い

な
い

そ
の

他

団
1
4
　
市

民
に
協

働
の

重
要

性
が

伝
わ

っ
た
と
思

い
ま
す
か

。

8
%

6
8
%

1
4
%

9
%

1
%

十
分

に
伝

わ
っ
た
と
思

う

事
業

関
係

者
に
は

伝
わ

っ
た
と
思

う

伝
わ

ら
な
か

っ
た
と
思

う

わ
か

ら
な
い

そ
の

他

2
7



■
県

事
業

に
お
け
る
の

協
働

プ
ロ
セ
ス
評

価
の

傾
向

特
　
徴

行
　
政

（
1
3
5
/
1
6
9
）
7
9
.9
％

団
　
体

（
1
1
9
/
1
6
6
）
7
1
.7
％

＜
行

２
　
団

体
か

ら
事

業
提

案
の

多
い
分

野
＞

１
．
教

育
文

化
・
青

少
年

分
野

が
多

い
２
．
医

療
・
福

祉
分

野
や

や
多

い
３
．
地

域
生

活
環

境
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生
無

し

Ａ
－

２
２

＜
行

３
　
行

政
が

単
独

で
予

算
を
決

定
す
る
分

野
＞

１
．
市

民
活

動
支

援
が

多
い

２
．
医

療
福

祉
が

多
い

３
．
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生
無

し

Ａ
－

２
３

＜
団

３
　
団

体
提

案
で
予

算
を
決

定
し
た
分

野
＞

１
．
教

育
文

化
・
青

少
年

多
い

２
．
環

境
ｴ
ﾈ
ﾙ
ｷ
ﾞｰ
が

や
や

多
い

３
．
市

民
活

動
支

援
が

や
や

少
な
い

Ｂ
－

２
１

Ⅱ 　 ク ロ ス 集 計

行
２
　
団

体
か

ら
事

業
提

案
の

多
い
分

野
（
行

政
）

1
.4

0
.7

3
.2

0
.0

0
.0

1
.0

0
.8

3
.6

0
0
.5

1
1
.5

2
2
.5

3
3
.5

4

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

・
エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

行
３
　
行

政
が

単
独

で
予

算
を
決

定
す
る
分

野
（
行

政
）

1
.3

0
.8

0
.6

0
.0

1
.0

0
.7

1
.3

1
.3

0
0
.2

0
.4

0
.6

0
.8

1
1
.2

1
.4

1
.6

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

・
エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

団
３
　
団

体
提

案
で
予

算
を
決

定
し
た
分

野
(団

体
）

0
.3

1
.2

1
.9

0
.5

0
.8

1
.1

0
.7

1
.9

0
0
.5

1
1
.5

2
2
.5

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

･エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

2
8



■
県

事
業

に
お
け
る
の

協
働

プ
ロ
セ
ス
評

価
の

傾
向

特
　
徴

行
　
政

（
1
3
5
/
1
6
9
）
7
9
.9
％

団
　
体

（
1
1
9
/
1
6
6
）
7
1
.7
％

＜
団

４
　
行

政
か

ら
の

呼
び
か

け
に
よ
る
始

動
分

野
＞

１
．
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生
が

多
い

２
．
医

療
・
福

祉
が

や
や

多
い

３
．
市

民
活

動
支

援
が

や
や

多
い

４
．
教

育
文

化
・
青

少
年

が
少

な
い

５
．
産

業
・
起

業
・
雇

用
が

や
や

少
な
い

Ｂ
－

２
２

＜
行

５
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
団

体
を
選

定
し
た
事

業
分

野
＞

１
．
環

境
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
が

多
い

２
．
医

療
・
福

祉
が

や
や

多
い

３
．
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生
が

無
い

４
．
市

民
活

動
支

援
が

少
な
い

Ａ
－

２
４

＜
行

５
　
一

団
体

を
特

定
、
隋

契
し
た
分

野
＞

１
．
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生
が

多
い

２
．
市

民
活

動
支

援
が

多
い

３
．
医

療
･福

祉
が

少
な
い

４
．
地

域
生

活
環

境
が

少
な
い

Ａ
－

２
５

Ⅱ 　 ク ロ ス 集 計

団
４
　
行

政
か

ら
の

呼
び
か

け
に
よ
る
始

動
分

野
（
団

体
）

1
.1

0
.8

0
.3

2
.1

0
.9

0
.7

1
.1

1
.7

0
0
.5

1
1
.5

2
2
.5

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

･エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

行
５
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
団

体
を
選

定
し
た
事

業
分

野
(行

政
）

1
.31
.5

1
.0

0
.0

0
.70
.8

0
.5

4
.5

0
1

2
3

4
5

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

・
エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

行
５
　
一

団
体

を
ほ

か
に
実

施
可

能
団

体
が

な
か

っ
た
の

で
特

定
(行

政
）

0
.5

1
.0

0
.9

2
.0

0
.5

0
.9

1
.5

1
.0

0
0
.5

1
1
.5

2
2
.5

医
　
療

・
福

　
祉

教
育

文
化

・
青

少
年

地
域

生
活

環
境

市
民

活
動

支
援

2
9



■
県

事
業

に
お
け
る
の

協
働

プ
ロ
セ
ス
評

価
の

傾
向

特
　
徴

行
　
政

（
1
3
5
/
1
6
9
）
7
9
.9
％

団
　
体

（
1
1
9
/
1
6
6
）
7
1
.7
％

＜
団

８
　
県

負
担

金
額

が
少

な
い
分

野
＞

１
．
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生
が

多
い

２
．
環

境
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
が

や
や

多
い

３
．
市

民
活

動
支

援
が

や
や

多
い

４
．
地

域
生

活
環

境
が

少
な
い

Ｂ
－

２
３

＜
団

８
　
少

な
い
と
感

じ
る
負

担
額

＞

１
．
１
０
０
万

円
～

５
０
０
万

円
が

多
い

Ｂ
－

２
４

＜
行

1
4
・
団

1
5
　
団

体
課

題
：
事

務
能

力
の

低
い
分

野
＞

１
．
行

政
　
１
）
医

療
・
福

祉
が

多
い

　
２
）
環

境
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
が

や
や

多
い

　
３
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

無
い

２
．
団

体
　
１
）
市

民
活

動
支

援
が

多
い

　
２
）
医

療
・
福

祉
が

多
い

　
３
）
環

境
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
が

少
な
い

３
．
共

通
　
１
）
環

境
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
分

野
に
行

政
、
団

体
の

意
識

差
顕

著

Ａ
－

２
６

Ｂ
－

２
５

Ⅱ 　 ク ロ ス 集 計

団
８
　
県

負
担

金
額

が
少

な
い
分

野
（
団

体
）

0
.0

1
.2

0
.8

1
.7

0
.6

1
.0

1
.2

0
.8

0
0
.5

1
1
.5

2

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

･エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

団
８
　
少

な
い
と
感

じ
る
負

担
額

（
団

体
）

0
.9

1
.3

0
.6

0
0
.2

0
.4

0
.6

0
.8

1
1
.2

1
.4

1
0
0
万

円
未

満

5
0
0
万

円
未

満

5
0
0
万

円
以

上

行
１
４
　
団

体
課

題
：
事

務
能

力
の

低
い
分

野
（
行

政
）

2
.1

1
.3

0
.7

0
.0

0
.5

0
.4

0
.9

0
.0

0
0
.5

1
1
.5

2
2
.5

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

・
エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

団
１
５
　
団

体
課

題
：
事

務
能

力
の

低
い
分

野
（
団

体
） 1
.4

0
.4

1
.3

0
.7

1
.11
.1

1
.8

1
.3

0
0
.5

1
1
.5

2

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

･エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

3
0



■
県

事
業

に
お
け
る
の

協
働

プ
ロ
セ
ス
評

価
の

傾
向

特
　
徴

行
　
政

（
1
3
5
/
1
6
9
）
7
9
.9
％

団
　
体

（
1
1
9
/
1
6
6
）
7
1
.7
％

＜
行

1
4
・
団

1
5
　
団

体
課

題
：
事

業
遂

行
能

力
の

低
い
分

野
＞

１
．
行

政
　
１
）
市

民
活

動
支

援
が

多
い

　
２
）
環

境
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
が

少
な
い

２
．
団

体
　
１
）
産

業
・
起

業
･雇

用
支

援
が

多
い

　
２
）
環

境
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
が

や
や

多
い

　
３
）
医

療
・
福

祉
が

少
な
い

３
．
共

通
　
１
）
行

政
・
団

体
の

意
識

差
顕

著

Ａ
－

２
７

Ｂ
－

２
６

＜
行

1
4
・
団

1
5
　
団

体
課

題
：
団

体
間

の
連

携
低

い
分

野
＞

１
．
行

政
　
１
）
市

民
活

動
支

援
が

多
い

　
２
）
地

域
生

活
環

境
が

多
い

　
３
）
医

療
・
福

祉
が

少
な
い

　
４
）
産

業
・
起

業
・
雇

用
支

援
が

少
な
い

２
．
団

体
　
１
）
市

民
活

動
支

援
が

多
い

　
２
）
地

域
生

活
環

境
が

多
い

３
．
共

通
　
１
）
市

民
活

動
支

援
の

力
不

足
か

Ａ
－

２
８

Ｂ
－

２
７

＜
行

1
6
　
協

働
イ
メ
ー
ジ
：
行

政
の

意
識

後
退

分
野

＞

１
．
地

域
生

活
環

境
が

多
い

２
．
産

業
・
起

業
・
雇

用
支

援
が

多
い

Ａ
－

２
９

Ⅱ 　 ク ロ ス 集 計

行
１
４
　
団

体
課

題
：
事

業
遂

行
能

力
の

低
い
分

野
（
行

政
）

1
.0

0
.6

1
.4

0
.0

0
.6

1
.0

1
.6

0
.0

0
0
.5

1
1
.5

2

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

・
エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

団
１
５
　
団

体
課

題
：
事

業
遂

行
能

力
の

低
い
分

野
(団

体
）

0
.5

1
.2

0
.5

1
.1

0
.3

1
.4

1
.0

1
.0

0
0
.5

1
1
.5

2

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

･エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

行
１
４
　
団

体
課

題
：
団

体
間

の
連

携
低

い
分

野
（
行

政
）

0
.0

1
.1

0
.9

0
.0

1
.8

0
.4

1
.8

0
.0

0
0
.5

1
1
.5

2

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

・
エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

団
１
５
　
団

体
課

題
：
団

体
間

の
連

携
低

い
分

野
（
団

体
）

1
.4

1
.1

0
.0

0
.7

2
.0

0
.3

1
.8

0
.0

0
0
.5

1
1
.5

2
2
.5

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

･エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

行
１
６
　
協

働
イ
メ
ー
ジ
：
行

政
の

意
識

後
退

分
野

（
行

政
）

1
.4

0
.0

0
.0

0
.0

3
.5

2
.0

0
.4

0
.0

0
1

2
3

4

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

・
エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

3
1



■
県

事
業

に
お
け
る
の

協
働

プ
ロ
セ
ス
評

価
の

傾
向

特
　
徴

行
　
政

（
1
3
5
/
1
6
9
）
7
9
.9
％

団
　
体

（
1
1
9
/
1
6
6
）
7
1
.7
％

＜
行

1
7
　
県

民
理

解
が

進
ま
な
い
分

野
＞

１
．
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生
が

多
い

２
．
市

民
活

動
支

援
大

幅
が

多
い

Ａ
－

３
０

＜
行

1
1
・
団

1
1
　
受

益
者

効
果

：
き
め
細

か
い
サ

ー
ビ
ス
の

分
野

＞

１
．
行

政
回

答
の

特
徴

　
１
）
医

療
・
福

祉
、
産

業
・
起

業
支

援
分

野
が

多
い

　
２
）
環

境
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
が

少
な
い

２
．
団

体
回

答
の

特
徴

　
１
）
産

業
・
起

業
支

援
分

野
が

多
い

　
２
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生
が

や
や

多
い

　
３
）
地

域
生

活
環

境
が

少
な
い

Ａ
－

３
１

Ｂ
－

２
８

＜
行

1
1
・
団

1
1
　
受

益
者

効
果

：
自

助
努

力
の

機
運

が
で
き
た
分

野
＞

１
．
行

政
回

答
の

特
徴

　
１
）
環

境
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
分

野
が

多
い

　
２
）
市

民
活

動
支

援
分

野
が

多
い

　
３
）
産

業
・
起

業
支

援
分

野
が

少
な
い

　
４
）
医

療
・
福

祉
が

少
な
い

２
．
団

体
回

答
の

特
徴

　
１
）
産

業
・
起

業
支

援
分

野
が

多
い

　
２
）
地

域
生

活
環

境
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生
が

や
や

多
い

Ａ
－

３
２

Ｂ
－

２
９

Ⅱ 　 ク ロ ス 集 計

行
１
７
　
県

民
理

解
が

進
ま
な
い
分

野
（
行

政
）

0
.7

0
.7

1
.1

1
.7

0
.6

0
.8

1
.6

1
.3

0
0
.5

1
1
.5

2

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

・
エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

行
1
1
　
受

益
者

効
果

：
き
め
細

か
い
サ

ー
ビ
ス
の

分
野

（
行

政
）

1
.9

0
.3

1
.4

0
.8

0
.6

1
.4

0
.9

2
.5

0
0
.5

1
1
.5

2
2
.5

3

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

・
エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

団
1
1
　
受

益
者

効
果

：
き
め
細

か
い
サ

ー
ビ
ス
の

分
野

（
団

体
）

0
.8

0
.8

0
.9

1
.3

0
.3

1
.5

1
.1

1
.4

0
0
.5

1
1
.5

2

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

･エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

行
1
1
　
受

益
者

効
果

：
自

助
努

力
の

機
運

が
出

来
た
分

野
(行

政
）

0
.5

1
.7

0
.9

0
.9

0
.6

0
.4

1
.3

0
.0

0
0
.5

1
1
.5

2

医
　
療

・
福

　
祉

環
　
境

・
エ
ネ
ル

ギ
ー

教
育

文
化

・
青

少
年

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再

生

地
域

生
活

環
境

産
業

・
起

業
・
雇

用
支

援

市
民

活
動

支
援

そ
の

他

団
1
1
　
受

益
者

効
果

：
自

助
努
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◇協働プロセス評価調書集計結果 [その他の記述内容] 外部評価モデル事業

1 この事業（サービス）のニーズはどのように把握しましたか。
◇行政
・土地改良法の改正により環境配慮が事業に位置付けられた。（同様回答 2件）
・H13 からの事業で当時の住民会議から提案された。（同様回答 2件）
・行政が考えるあるべき姿をモデル的に県民に提供した。
・地域振興部措置予算で実施した事業であり、どのような方法でニーズを調査したか不明。
・事業計画策定の中でニーズを把握。
・※16年度事業で実施した受講者アンケートから把握。
・特に把握はしていない。（同様回答 3件）
・本庁事業のため、当局では把握していない。（同様回答 2件）
・旧地域企画室の事業なので振興局では把握していない。
・ハード対策だけでは、生活排水による水質悪化が向上しないことから、地域が主体と成った環
境再生の活動を導くために。（同様回答 2件）

・ＮＰＯ・市民とのワークショップにてニーズを把握した。（同様回答 2件）
・二酸化炭素の排出と地球温暖化の現状。
・岩手県保健福祉部で行っている「チャレンジド（障害者）製品等購入運動」より。
・銀河系いわて大使と知事との懇談の際に実施が決定されたもの。
・地域県政懇談会「振興局長と語る会」において出席者から要望があった。
・水環境の現状と将来から「誇れるいわて 40 の政策（県総合計画）にある岩手県ふるさとの森
と川と海の保全及び創造に関する条例に基づき環境保全上健全な水循環を確保して豊かな森
林やきれいな水を守り、次の世代に引き継いで行く。（同様回答 2件）

・市町村との合同研究会「ごみ減量化・リサイクルの促進等に向けた研究会」及び、消費者、小
売店を対象としたアンケート調査。

・県内部からのニーズ（知事のマニュフェストや政策を住民が主体となって評価して欲しい）
・事業趣旨にかなう企画提案の公募を行なったところ、応募があった。
・ＮＰＯとの協働を推進するための基盤強化策の１つとして実施。
・ＮＰＯ活動支援のために必要な事業と考えた。（H12 当時）（同様回答 2件）
・県の施策推進上、必要があった調査であったもの。
・実施事業の決定までのプロセスは地域企画室が行った。
・ＮＰＯ法人が茅（かや）文化を保存する活動をしたいという要望があり、県としても保存する
ことが必要であると判断。

・ＮＰＯ 活動に関する県民への周知として行政が必要な事業と判断した。（同様回答 2件）
・質問の意味がわかりかねます。（同様回答 3件）

1 この事業（サービス）のニーズはどのように把握しましたか。
◇団体
・四十四田川下りや宮城中田町での川下りを見て、北上川中流域を多くの人達に知ってもらう企
画はないかと考えた。

・自然環境への配慮から。（同様回答 3件）
・推進協議会の話し合いから。（同様回答 2件）
・西和賀の自然を地元の人を含め認識してもらいたいという動機。
・県の条例から。
・県産材利用の行政的な判断。
・県の方で把握していた。
・特段ニーズがあったわけではなし、県の施策として実施した。
・前年度継続事業。
・前年度も実施したので意識しなかった。（同様回答 2件）
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・振興局から提案があった。（同様回答 2件）
・行政からの要請（公募）。（同様回答 2件）
・ニーズの意味が不明、単に事業ということか。
・公募

2 この事業（サービス）は誰がどのように計画したものですか。
◇行政
・行政・受益者で計画した。
・本庁事業のため、当局では把握していない。（同様回答 2件）
・行政・協働事業所・対象者間の連絡調整により、計画。
・旧地域企画室の事業なので振興局では把握していない。
・H13 からの事業で当時の住民会議で提案された。（同様回答 2件）
・行政、受益者（団体）、企業等が協力し計画した。（同様回答 2件）
・複数の自治体からなる研究会での検討。
・他自治体の取り組みをベンチマーク。
・県内ＮＰＯから意見聴取。
・行政と受益者が協力し、協働相手の助力を得て計画した。

2 この事業（サービス）は誰がどのように計画したものですか。
◇団体
・当団体と、連携している民間団体が協力して立ち上げた。行政はむしろ第三者的立場。
・講師は西和賀の自然に関心の深い人に依頼。参加者は西文協会員と学校等。
・対象者の関係から。
・企画段階では当法人の計画だが、委託後は協力した。
・ただし、手法は団体からの提案。
・ただし、評価手法については団体からの提案。
・景観点検という事業は県であり、田中小空蔵地区に関しては当方である。
・当団体と受益者。

3 この事業（サービス）の予算額はどのように検討、決定されたものですか。
◇行政
・本庁事業のため、当局では把握していない。（同様回答 2件）
・県実施要綱により定められている額
・旧地域企画室の事業なので振興局では把握していない。
・予算は伴っていない。（同様回答 3件）

3 この事業（サービス）の県予算額はどのように検討、決定されたものですか。
◇団体
・行政から標準が示された。（講師謝金礼含）。会場費、食事代等はＮＰＯでも提示した。
・旧市町村体制だった。
・予算も含め持ち寄りで実施。
・県から示されている100万円の予算の枠内で、当方で積算し、合意のもとで決定したと思う。

4 この事業（サービス）を協働で実施しようとした理由は何ですか。
◇行政
・希少動植物の専門的知識が必要なこと。（同様回答 2件）
・当事業の委託先として適していると判断したため。
・中間支援ＮＰＯの機能強化。
・事業の性格上、当初から事業実施主体としてＮＰＯ法人や公益法人を想定していた。
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・専門知識を有し、活動経験を踏まえた運営が期待できたから。（同様回答 2件）

4 この事業（サービス）を協働で実施しようとした理由は何ですか。
◇団体
・参加費はいただけたはず。予算的に行政に頼らざるを得ない。
・3があったからであり、4がなければできなかった。
・公募だったから。
・一般公募があり、弊社のミッションと合致した為（同様回答 3件）

5 協働相手の選定方法をどのように決めましたか。
◇行政
・管内ＮＰＯ法人に企画提案書の提出を依頼し、ＮＰＯ協働推進員が審査し、決定した。
・日頃から協働している活動があったため適任と考えた。（同様回答 2件）
・前年度の事業実績成果をふまえて選定。
・事業の目的に合致している活動を行っている団体だったから。（同様回答 3件）
・実施可能と思われる団体への意向調査を行った。
・協働相手を働きかけた。（同様回答 3件）
・企画提案コンペによる。
・公募
・実施事業の決定までのプロセスは地域企画室が行った。
・他部局の公募事業により選定されたものである。

5 行政の協働相手選定方法は適切だったと思いますか。
◇団体
・当会が先行。
・西和賀で組織行動できるのは当会ＮＰＯと町村しかない。
・地元のＮＰＯも含めて、協働体制を構築できればよかった。
・ボランティアの目的と合致している。
・川井村と協働。
・3の方法がとられた故
・受託団体としては、解答できかねます。（同様回答 3件）

6 協働形態（委託・補助など）は適切だったと思いますか。
◇行政
・国庫補助事業の委託に合う形態とした。（同様回答 2件）
・県実施要綱に基づき、委託。
・実施要綱による。
・参加者の体験料の一部を県とグリーン・ツーリズムサポートセンターで負担した。
・ＮＰＯセンターに補助等は行っていない。
・岩手県保健福祉部が決定したマッチング機関へ委託した。
・県がＮＰＯ協働推進事業を公募した際、委託事業として実施することを指定していたもの。
・委託・補助は無い。（同様回答 3件）
・「補助」形態を前提に事業趣旨にかなう事業をＮＰＯ以外の団体も含めて公募した。
・実施事業の決定までのプロセスは地域企画室が行った。
・元々委託を前提にした公募事業であった為。
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6 協働形態（委託・補助など）は適切だったと思いますか。
◇団体
・行政から示された費用の標準は助かった。
・お金の面と協働の形態（仕組み）は分けないと答えられない。
・下請け的であった。
・質問内容と解答項目が理解しかねます。（同様回答 3件）

7 協働相手（団体）をどのような理由で選定しましたか。
◇行政
・管内唯一の中間支援団体であることから。
・協働相手からの提案事業であり、かつ、これまでの協働相手の取り組み内容を勘案した結果、
適当と判断したから。（同様回答 2件）

・国庫補助事業の委託に合う形態とした。
・北上管内で唯一の中間支援ＮＰＯであり、事業目的を達成するための事業の相手方として他に
適当な団体等が存在しなかったことから。

・他に実施可能団体が無いので特定した。（同様回答 5件）
・ＮＰＯ活動を育成するための中間支援ＮＰＯ法人であるから。
・県実施要綱に基づき、協働事業所として選定。
・企画提案が良いものだったので。（同様回答 2件）
・中間支援ＮＰＯだから。
・マッチング機関に指定されていたから。
・事業目的に合った団体のため（同様回答 3件）
・前年度に委託し、良い効果を得たため。
・企画提案を公募した結果、応募したＮＰＯが１団体のみであったために企画提案の内容を検討
して決定。（同様回答 2件）

・企画提案内容が事業目的の実現に有効と判断したため。
・応募書類を審査して団体を選定。
・企画提案の「テーマ性」を評価した。
・実施事業の決定までのプロセスは地域企画室が行った。
・他部局の公募事業により選定されたものである。
・ＮＰＯとボランティアの活動拠点の一本化を行なったため。（いわてＮＰＯサポートルームの
委託先への委託）

7 協働相手として貴団体が選ばれた理由は何だと思いますか。
◇団体
・専門機関が地域になかった。（同様回答 7件）
・中間支援ＮＰＯが地域にとって協働を推進する上で要の役割を担っており、組織の充実が急務
だったことから。

・他に類似の事業提案団体が無かったから。（同様回答 2件）
・協働相手が少ないから。
・職種が適していたため。
・こちらが提案した為。
・こちらから依頼した。
・県からマッチング機関として指定されたから。
・他に評価の専門性を備えた団体がなかったため。
・いわてＮＰＯサポートルームを運営し、いわてＮＰＯ支援プラットホームの事務局のため。
・審査は県であり、なんにも言えない。
・受託団体が答える必要性を感じません。（１～３は、組織としての社会的責任を考えた場合、
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申請時点で当然のことと思いますので）（同様回答 3件）

8 提供した資金（補助金や委託料等）は結果として十分だったと思いますか。
◇行政
・運営費については適切であった。助成金がやや多かった。
・資金の提供はしていない。（同様回答 8件）
・協働団体には、県主催事業にボランティアとして協力してもらうという形態であったため、報
償費のみの支出であった。

8 提供を受けた資金（補助金や委託料等）は十分だったと思いますか。
◇団体
・地域からの助力を求めた。地域活性化をうたった。
・資金を必要とする事業はなし。
・無償。
・資金としては直接受けていない。使用機材など貸与されている。
・募集時点で、予算額が決まっておりましたので、その範囲で予算組みし、事業遂行致しました。

事業年度の後半にスタートのためもあったが、人件費が少なかった。（同様回答 3件）

9 資金以外に提供した資源はどのようなものですか。（複数回答可）
◇行政
・特になし（同様回答 7件）
・市町村等への事業周知、事業参加者の募集、事業運営等に関する人的協力。（同様回答3件）
・ボランティア派遣。
・協働団体には、県主催事業にボランティアとして協力してもらうという形態であったため、該
当なし。

・対象者への個別支援、事業所への技術的助言、指導。
・キャンペーンの趣旨に賛同し、運動を支援した。（具体的には、情報誌等を活用した周知、職
員への普及）（同様回答 2件）

・作業に必要な資材①仮説トイレ②ブルーシート③分別用大型袋
・ＰＲのための県としての広報手段（同様回答 2件）
・認定事務（審査、ＰＲ活動）に対する人的サポート。（同様回答 2件）
・事業成果の発表機会の確保。
・提供した資源はない。
・県の広報媒体を通じた周知。（同様回答 2件）
・いわて食育首都圏交流事業の取り組み内容。（同様回答 2件）
・各種講座開催に係る周知、広報への協力。

9 資金以外に提供受けた資源はどのようなものですか。（複数回答可）
◇団体
・特になし。（同様回答 13件）
・各種情報の提供。
・コースの最終末（安全管理）を担っていただいた。（予備調査含む）
・会費（賛助会員）、寄付金（企業・団体・一般市民）、謝金。（同様回答 2件）
・参加者募集のＰＲ。（同様回答 2件）
・自然観察会の道具。
・木材関係業者のリスト。
・配布に関する協力。
・なぜ、「なし」がないのか。
・注文が多かった。
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・調査に関する必要情報
・各取材先に関する情報提供
・県外 NPO の情報

10 事業開始前の協働に対するイメージはどうでしたか。
◇行政
・外部評価システムの構築は住民の県政への主体的な参画機会を拡大するために必要であり、そ
の意味で、協働相手に対しての期待は大きかった。

・本設問に関する状況を書類等で確認できませんでした。
・当時の担当が異動したためわからない。

10 事業開始前の協働に対するイメージはどうでしたか。
◇団体
・継続事業なのであまり協働ということは意識しなかった。（同様回答 2件）
・資金だけ受けても協働なのか。それなら民間の受注も協働か。
・協働とはいいがたい。
・もともと協働という位置付けの事業ではないように思うが？委託は協働？

11 協働による受益者側の効果（協働だから出来たこと）は何だったと思いますか。（複数回答
可）また、どのような方法（アンケート調査、インタビュー等）でそれを把握しましたか。

◇行政
・協働をテーマにした調査は行っていない。
・コストの縮減。（同様回答 3件）
・協働事業所に通い訓練を通して集中力、対人能力、仕事に対する持久力、環境適応能力等を養
うことができた。

・ひろく周知することができた。（同様回答 2件）
・参加者の募集が効果的にできた。（チャンネルが広がった）
・内部検討の段階（３年計画の２年目）であり受益者への効果が表れないため不明である。
・外部評価によって、受益者のニーズや意見を県の施策に反映することができた。
・事務作業の軽減。
・本事業により協働や行政サービスの民間開放に関する理解と関心が高まったこと。

11 協働による受益者側の効果（協働だから出来たこと）は何だったと思いますか。（複数回答
可）

◇団体
・行政に対する信用。
・県からの働きかけにより市町村の参加が得られ相互理解が深まった。（同様回答 2件）
・農村自然環境への関心が高まった。（同様回答 2件）
・この事業に関してはあまり成果がなかった。
・直接受益者に対して働きかける内容ではなかったので、効果が測定できるには時間的経過が必
要。ただし評価への理解促進と問題意識を喚起するきっかけにはなった。（同様回答2件）

・自己資金では出来ない、施設等が用意できた。
・事業の特性上（調査事業なので）、この項目は一概にはあてはまらないものと思います。
・受益者側にとっては、協働であるかどうかは関係がないと思われます。
・NPO 周辺情報や組織運営の参考となる情報の入手（受益者＝NPO 一般市民）
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12 協働による行政側の効果（協働だから出来たこと）は何だったと思いますか。（複数回答可）
◇行政
・協働相手(ＮＰＯ)が実践的に事業を展開することにより、ＮＰＯ等の団体、個人が自ら地域づ
くり等に参加しようとする機運を醸成できたことは、行政にとって大きな効果であった。（同
様回答 3件）

・事業終了後、中間支援ＮＰＯに地域の任意団体や活動家の情報が蓄積され、継続的に生かされ
ていく結果となった。

・対象者への社会復帰及び社会経済活動への参加の促進を図ることができた。
・県がすすめる、バリアフリーの街づくりの推進に寄与した。（同様回答 2件）
・行政と地域づくり団体との顔の見えるネットワーク構築が可能となった。
・相談窓口の複数化によるＮＰＯの設立・育成の促進。
・市民感覚による企画運営によって県民及び関係機関による政策のより一層の理解と意識の醸成

が進み、政策目標の達成に向けた活動が比較的容易となる。
・行政ではできないノウハウを受益者に提供することができた。
・市民感覚による事業運営によって県民及び関係機関による、政策のより一層の理解と意識の醸
成が進み、政策目標の達成に向けた活動が比較的容易となる。

・より効果的に事務を行なうことが可能となった。（同様回答 2件）
・外部評価を実施する民間組織が設立されたことにより、外部評価システムの土台ができた。
・市民感覚による事業運営によって参加県民に対して、政策の必要性とより一層の理解を図るこ
とができ、県民の自発的な行動により成果目標の達成が期待される。

・行政自らでは実施できない事業が実施されたこと。
・事務作業の軽減。
・ＮＰＯを取り巻く環境を把握でき行政、ＮＰＯ双方に共通のイメージが醸成できた。
・本設問に関する状況を書類等で確認できませんでした。

12 協働による行政側の効果（協働だから出来たこと）は何だったと思いますか。（複数回答可）
◇団体
・多くの組織の助力の上に会が成功するものと認識している。
・協働相手がいないとできない事業。
・障害者への理解が深まった。
・受託団体として、適切に解答できません。（同様回答 3件）

13 協働相手（団体）側の効果（協働だから出来たこと）は何だったと思いますか。（複数回答
可）

◇行政
・福祉系の団体や活動家との繋がりができた。（これまではほとんどなかった。）
・コーディネート能力の向上がはかれた。
・精神障害者に対する社会的自立への支援能力の向上、地域住民からの信頼度の向上
・ひろく周知された。（同様回答 2件）
・活動している目的や思いを県民や地域に理解してもらったこと。
・事業の成果（評価結果）と県の施策に反映することができ、団体のミッションを実現すること
ができた。

・ＮＰＯ同士でのネットワークの構築が図れた。
・本設問に関する状況を書類等で確認できませんでした。
・他のＮＰＯや団体とのつながりができた。
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13 貴団体側の効果（協働だから出来たこと）は何だったと思いますか。（複数回答可）
◇団体
・経験（大会開催について）
・単独開催よりはるかに質の高いサービスが提供できた。（同様回答 2件）
・農村環境への関心が高まった。（同様回答 3件）
・自然環境への関心が高まった。
・森林環境への関心が高くなった。
・募集に取組むことで、個々のスタッフの室の向上を図れた。（同様回答 3件）

14 協働事業において協働相手（団体）の課題（改善を必要とするもの）は何ですか。（複数回
答可）
◇行政
・協働とは言ってもほとんど行政が任を負わなければ実施困難と思われる。
・特になし（同様回答 6件）
・ＮＰＯの事業企画立案能力が求められる。（同様回答 6件）
・相手方の自立。（自主運営できるように誘導したいと考えている）
・※仕事をしながらＮＰＯ事業に従事していることから致し方ない部分ではある。（同様回答 3
件）

・連絡体制が弱い。
・団体の運営基盤の強化。（同様回答 2件）
・職員の不足
・自主財源の確保、事務局体制の強化（同様回答 4件）
・仲の良い団体と悪い団体とがあり連携が広がりきらない。（同様回答 2件）
・協働相手の自主財源不足
・協働相手のマンパワーの不足
・事業計画能力が弱い
・沿岸地域広域で事業を促進すること。
・協働できる（県の施策に関心を持ち、外部評価を実施できる）団体の数を増やしていくこと
・スタッフが何回も変わり、地域の信頼が得られなかった。コンサルへ委託したときのように任
せられていない。

・多くの事業を抱えて、それぞれの業務に専念できていないところがある。（同様回答2件）
・本設問に関する状況を書類等で確認できませんでした。
・計画的な事業執行が望まれる。
・今回に関しての課題はなかった。

14 この協働事業によって市民に協働の重要性が伝わったと思いますか。
◇団体
・町役場の対応はにぶかった。
・事業の特性上（調査事業なので）、この項目は一概にはあてはまらないものと思います。（同様
回答 2件）

15 協働事業において行政の課題（改善を必要とするもの）は何ですか。（複数回答可）
◇行政
・行政はいろいろと手を出しすぎる。ある程度協働相手に任せるべき。
・多くの事業に取り入れていきたいと考えている
・特になし（同様回答 8件）
・特になし（協働事業と言えるか）
・専門知識が不足している。（同様回答 2件）
・ＮＰＯの特性を理解し、対等な立場で協力しあう関係づくり。（同様回答 6件）
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・継続したいが予算確保がむずかしい。（同様回答 3件）
・予算により事業実施が継続できない
・企画内容が協働相手のおまかせになってしまうこと。
・協働に対する住民の意識啓発。（同様回答 2件）
・常時提案を受け、協働の実施について合意ができたら速やかに実行に移せるような態勢（予算
含め）を整える必要があると考えられる。（同様回答 2件）

・年度予算、契約のため、継続した協働事業の実施が確約できない。
・受益者（団体）ニーズの適正把握。
・協働事業がメニューを行政内部でもっと PRすべきである。
・計画段階からの協働を行い、実施に当っても協働の相手方と話合いながら進めていくこと。協
働相手となり得るＮＰＯの情報不足。（同様回答 5件）

・市町村の全面的な協力が必要。（同様回答 2件）
・協働目的、事業のミッションの共有の徹底（同様回答 2件）
・事業にどの程度まで関わることが協働事業に必要なのか。
・協働相手との役割分担をより明確にする必要がある。（同様回答 2件）
・行政側で目指していること、求められている成果を明確に協働相手に伝えること。
・外部評価システムをどうデザイン（協働）するかが課題。（H17･18 はパイロット事業として実
施）

・行政側で目指していること求めている成果を明確に協働相手に伝えること。（同様回答2件）

15 協働事業において貴団体の課題（改善を必要とするもの）は何ですか。（複数回答可）
◇団体
・委託によって管理事務が忙しくなった。
・当法人職員の理解。
・委託を受けることによって発生する事務の繁推化。
・スタッフの高齢化。ヤングマンが少ない。
・事業遂行能力はあるが、その継続的ノウハウの蓄積が充分ではない。（同様回答 2件）
・行政がＮＰＯ等への参加の働きかけがあると団体間の連携ができる。
・実働メンバーが少ないため、出来る事業・活動が限られる。
・人件費をはじめとする管理費の確保。
・事業の遂行に関わる人員の確保。
・特になし。（同様回答 4件）
・企画の提案能力が弱い。（同様回答 2件）
・スタッフの確保とクオリティの安定。（同様回答 2件）
・テーマ、課題により多くの違いがある。
・団体同士のより効果的な連携が課題である。

16 現在の協働に対するイメージはどうですか。
◇行政
・3について（すべてではないが）
・協働の目的、地域の特殊性に合った団体が存在するとは限らず、それを行政が一から育てるこ
とは負担が大きい。

・協働の内容によっては、成果・効果が期待できる。

16 協働事業において行政の課題（改善を必要とするもの）は何ですか。（複数回答可）
◇団体
・もっとラフに実行委員会レベルからの参加が欲しい。（ほとんど夜の会議になっている。しょ
せんボランティア活動のため）

・特にありません。（同様回答 10件）



43

・行政側からの事業提案が少ない。
・分からない。（同様回答 3件）
・事業の企画・立案能力。
・ニーズの把握をどのようにするか。（啓発が必要）
・担当だけでない組織的取り組み、市との連携。
・やや予算が不足。
・行政の都合を押し付けるのではなく､協働相手の特性を活かした事業を選択・実施してほしい｡
・「協働」に対する考え方が一定でないように感じられる。（同様回答 2件）
・素早い判断。
・町役場の対応はにぶかった。学校もその傾向がある。
・行政の努力を評価。（同様回答 3件）
・事業の特性により違うと思います。この事業に関しては、事業の性質上、企画力のある職員を
配置すべきと思われます。（同様回答 3件）

17 行政とＮＰＯとの協働について、県民による理解はどの程度進んでいると思いますか。また
何故そう感じるのか、その理由をお書き下さい。
◇行政
・わからない。（同様回答 3件）
・ＮＰＯで開催するワークショップ等への参加者がいること。
・しかし、参加者が固定化している可能性もあること。

17 現在の協働に対するイメージはどうですか。
◇団体
・住民とＮＰＯ+ＮＰＯと行政のつながりで、住民は身近に行政を感じる。
・「協働」という言葉が一人歩きしている感じ。協働事業の責任の所在が明確にされていないた
め、県民にとっては不安もあると思う。（同様回答 2件）

・1をちゃんとやれば。
・効果があるものとないものとがあると思います。（同様回答 3件）

18 この協働事業で学んだことがあればご記入ください。
◇行政
・新しい地域社会の実現のためには、ＮＰＯ、地域住民、企業、行政等がパートナーシップを確
立し、取り組んでいくことが重要であることをあらためて認識した。

・希少動植物に関する知識の必要性と受益農家の理解を得ること。（同様回答 2件）
・協働とは一事業における一過性のものではなく、地域社会における市民と行政の連携体制の最
終的あり方である。（同様回答 6件）

・ビジョンを明確に持ち計画的に事業を進めることが必須であると学んだ。
・住民のやる気があれば行政は必要ない。（行政があまりにも住民をかまいすぎている）
・複数団体の横の連携が今後、重要になってくると思われる。従ってＮＰＯをまとめるＮＰＯの
存在が大切になる。

・地域を自ら創っていこう、変えていこうとする力（人材、意欲など）が、まだまだ地域の中に
埋もれており、そういった力の掘り起しが今後重要になってくると感じた。また、その力を十
二分に発揮できるようサポートすることが行政（市町村を含む）の今後の重要な役割になって
くると感じた。（同様回答 3件）

・協働事業の経験がほとんどなかったことから今後進めるに当たり、協働への理解が深まった。
・協働事業２年目になり、互いに進め方を双方で理解が進んで来た。
・当地区に、環境ＮＰＯがあれば良いと思った。
・配食サービス（高齢世帯向け）等が生まれることを期待した事業だった。このワークショップ
には、ボランティア精神の旺盛な人が 10 数名参加した。このうち 2 名の主婦グループが配食



44

サービスを検討したが、コストが高く断念。しかし、婦人服のリサイクルショップを起こした。
地域にはこのような意欲的な人を支援する人的資源がまばらであり、中間支援ＮＰＯの活動に
頼るところが大きいと感じた。中間ＮＰＯへの行政支援は重要。

・大渡橋との周辺河川敷の利用を考える会は、地域活性化を目的として開催したものであり、本
来は行政が実施するものでなく、地域の住民が自ら取り組むべきことと考えています。
今回の取り組みは、そのきっかけづくりを行ったものですが、ＮＰＯさんは地域に密着した組
織であり、行政と異なって、よりソフトな対応に長けており、行政と住民の「つなぎ役」とし
ておおいに期待しています。

・月に１回、個別相談を開催しても相談者はあまりいない。常に相談対応できる場所が必要。
・住民の意見を見出す良い方策と感じられた。
・行政側が計画したスケジュールと協働の進行が必ずしも一致せず、長い眼でみることが大切と
感じた。

・ＮＰＯ活動は行政とは無縁と思っていたが、様々なＮＰＯ団体が地域活動の中心になり始めて
いることに、行政側の無理解や対応の遅れを強く感じている。

・一時的な盛り上がりでは長続きしない。継続的に協働を進める為にはどうしたらよいか、最初
に相手と話し合っておくべきである。

・ボランティア団体は、受益者にとって身近な存在であるため、気軽に相談することができる存
在であり、また県にはないノウハウを持っている。お互いに補完することにより、受講者にと
ってよりよい事業が遂行できることを学んだ。

・地域にある面白いアイデアや人材を見つけ出すうえで、ＮＰＯとの協働は不可欠である。
・団体の組織力、財政力強化にはある程度の期間の財政的・人的支援の継続が必要である。
・団体育成、強化のためには事業の企画提案を受けつつ、委託等ある程度の期間の財政的支援の
継続が必要である。

・他の事業主体が行う同様の事業との連携及び位置付け。
・事業実施効果の適切な把握の難しさ→数値化が困難であり、効果の把握が難しい。
・チャレンジド（障害者）による製品等の提供がたくさんあり、行政側がもっと協働の機会を増
す必要があります。

・お互いが事業の目的等を理解し、納得したうえで実施しなければ協働事業は成功しない。実施
しての効果も少ないと思われること。

・景観形成について住民意識が低いため長いスパン（時間的）での取り組みが必要である。（同
様回答 3件）

・ＮＰＯの実情について理解が深まった。
・この事業に限らず、任せきりではなく、必要に応じて情報交換、意識の統一を図ることが大切
に感じる。行政側のフォローが足りないように思う。（同様回答 2件）

・行政と協働相手が対等な立場で事業を進める上でミッションの共有化とこれに基づく役割分担
の明確化が重要である。（同様回答 2件）

・学校教育には地域の資源（人、もの）を活用することで活性化する要素を秘めている（地域全
体が）

・ワークショップの企画、運営
・協働の相手との役割分担を明確にすることが難しい場面もあること。（協働の相手にノウハウ
が不足している等）（同様回答 2件）

・ＮＰＯ法人等が当該事業に参画し易いように工夫する必要がある（公募の方法等）
・協働事業者と受益者が異なる場合、協働事業者の参加、選定にあたっては行政だけでなく受益
者の理解と同意が必要だと思った。

・不特定多数が利用することになる施設について検討する場合、将来の管理を当初から念頭にお
くことを協働事業者にも留意させたい。

・子育てボランティアを実践している立場からの具体的な体験を交えた講義。さらにＮＰＯ法人
結成までの経緯を知る事が出来、行政だけではわからない現場の情報を受講者に伝えることが
出来た。
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・目的がＮＰＯと共有できるのであれば、県は予算をＮＰＯはノウハウを使って効果的な成果が
生まれるということ。

・行政（担当課）と相手（団体）とのコミュニケーション不足から事業の遅れがあった。
・協働の当事者間で、事業の達成目標、成果の共有が必要である。
・首都圏消費者が本件（農林水産業）に対する想いや考え方について学んだ。（食の原点）

18 この協働事業で学んだことがあればご記入ください。
◇団体
・協働は行政担当者によって成果は大きく異なる。今回は非常にうまくいった。
・行政とタイアップすることで、単独ではできない事業も進めることができた。
・忙しい中での行政担当者等のチームワークの良さは見習うところがあった。当法人職員の理解
があまり得ず担当者の苦労だけが残った。今後、機会があれば反省をふまえて事業を行いたい
です。

・行政も民間ＮＰＯも協働を通して確実に成長していく。
・行政に対する住民（サービス対象者）の信頼が厚く参加応募が多数あった。（当法人企画に対
し応募者はこのように集まらず）

・体験活動の取入れを指導され、参加者も喜んでいた。
・多くの団体を掘り起こしているが、所属団体に益がないと脱退していく組織もある。所属して
いる、多くのプラスが得られなければ連携意識は確かに薄くなると考える。多くの組織にとっ
てためになることは何か分析し提供していかなければ、この連携組織は先細りになると考える。

・本事業の実施に関しては事前打合せが充分に出来たので問題はなかったが、本来他団体との競
合等が発生した場合にはその対応策が必要と考えられる。

・活発に事業を展開している団体ほど問題意識があり、また活動に関する情報を多く持っている。
各団体の活動状況をきめ細かく捉えておく必要があると感じた。

・本事業の実施に関しては事前打合せが充分に出来たので問題はなかったが、本来他団体との競
合等が発生した場合にはその対応策が必要と考えられる。

・ＮＰＯ独自でこれだけの事業を起こせない。
・この事業に関しては委託事業であり、協働事業とは思っていません。
・県（振興局）市（釜石市）共、協力的である、地元、橋野町の住民もやる気のある地域のリー
ダーが多数いたため、目的を達成することができた。反省点としては、ＮＰＯは、地元こそ、
キメ細かい対応ができるのだが、今回は地元ではないため、充分な対応ができなかった。（た
だのコンサルとかわらなかった）今後は、特命でも地元のＮＰＯを巻き込むことが重要と考え
られる。

・事業の実施にあたってはニーズの把握が必要である。同時に、必要な取り組みに対しては啓発
に力を入れることが大切ではないか。

・振興局（現総合支局）との良い関係づくりができた。
・この事業のおかげで市町村行政とのつながりが出来とても成果があがった。→新市でのＮＰＯ
での協働の必要性の理解度が上がったと感じている。

・団体・地域住民では得られない情報によりボランティア活動ができた。（障害者が対象のため、
対象者・ニーズが理解しにくいため）

・座学も必要だが現場が求めるニーズを的確に把握し、どのような手法で事業を進めるかを相手
方に簡単・明瞭に説明する行動学の必要性を感じた。また、同一内容の事業でも受益者が豊な
ことや事業内容の拡充から継続実施を求められたことが良くあり、事業のあり方を考えさせら
れた。

・地元の地域住民は自助努力が必要なことを認識させるまで、それほど時間がかからなかったの
は、県（振興局）、市、ＮＰＯ（グラウンドワークいわて）も三者による部局横断型水平パー
トナーシップ「後川再生支援プロジェクト」を立ち上げたことが成功した。また、このプロジ
ェクトの設立は官官の協働（県と市）も含まれ、トップダウンにならない現場の部局の横つな
がりであり、当時の渡辺調整主幹の尽力によることが大きい。
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・こちら側の意向と行政側の都合とが合致していても、規制が多い中での協働事業は実施が困難
だと思う。

・真の協働は住民を含めた、官民の協働であると思われる。特に住民の中には様々な技能を持っ
た宝のようにあり、（特に中高年）これらの人材を生かして、組織をつくることが有効である
ことが分かった。

・私どもの団体の組織力、事業遂行能力が弱いため、協働事業、いわゆるパートナーとして対等
の立場で協力し合うという状態になく、行政の事業に「お手伝い程度」であり、協働のアンケ
ートにそぐわないものかと思いますが。

・精神障害者当事者との関り方を専門的知識を理解しながら実践できました。
・18年度この事業での補助期間が終わり、事業の継続方法について考えなければならないと気付

いた。
・身近な助成金情報等を住民に提供する事ができた。
・ＮＰＯや地域づくりに関する行政側の考え方を知ることができた。
・少ない予算でどう事業を組み立てていくか。
・企画段階から相談しながら進めれば、よりよい事業ができるということ。
市民団体の事業内容、課題、可能性が知ることができた。情報の提供が必要だということも実
感し、ＨＰやメールで情報発信を心がけるようになった。行政の事務手続きも知り、行政の方
もＮＰＯや市民団体に理解を示してくれることもわかった。

・協働で事業をやることにより、行政のノウハウを勉強できたり、相互理解を深めることができ
た。

・自分たちの活動をより多くの住民に知ってもらう機会とすることができた。
・協働事業は提案型が望ましい。
・こちらに予算がある協働は楽である。今後とも財源確保の上、協働するようにしていきたい。
行政とうまく協働すれば、自分達の活動の幅が広がるなどメリットがある。

・関係する協働推進団体間の交流ができたこと。「健康づくり」のテーマには、各方面からのか
かわりがあって、目標に近づくことが出来ると思います。世代や各々の得意分野を越えた連携
が重要であると思いました。

・協働した各団体との間で、相互理解が得られた。行政の仕事の理解と関係者の業務努力が認識
できた。

・行政の事業費を使わない協働の形態についての取り組みも必要である。
・事業予算計画は協働者側と充分な検討を重ね受益者の納得上で実施すること。
・県の事業は市町村との協働がすすめやすいことが判明した。
・起業にあたり資金確保が大きな障害になるが、この事業を行う事で、起業が容易となり、同じ
事業を行うことを考えると最小限で最大の効果が得られたものと思う。

・委託事業にも関らず、管理費がまったく認められなかったうえ、すべての領収書を揃えること
を求められるなど、まるで補助金のような事業形態でとてもやりやすかったが、その点も含め
て勉強になった。また自治会と一緒に事業を行うことで多くを学ぶ事ができた。

・ＮＰＯ法人でなくとも、協働の対象となりうること。このアンケートは答えにくいのが多すぎ
る。果たしてこれで外部評価ができるのか問題である。

・下請的協働も行政では協働ということ。
・住民の多様なニーズを把握することができた。
・事業を通じて景観に対する理解を深めることができた。"
・事業参加者の景観に対する意識の変化（守る大切さ）が実感できた。
・地域の景観点検事業は協働という位置付けだったのですか？そういう認識がなく事業に取り組

んでいましたので、このアンケートは答えづらいものでした。またアンケートの主旨も、また
設問の内容もピンときませんでした。

・ＮＰＯ単独事業とは違い、行政との協働は住民の参加が得られやすと感じた。また、協議中あ
りがちな行政ＶＳ住民の構図も無く、建設的な発言が多かった。

・調査票設計段階で、その調査の必要性、的確な解答が得られるか、次にいかせるものかを探る
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上で、弊社の場合、必ずプレ調査を行っておりますが、この調査では、県側によるプレ調査は
行われなかったものと思われます。その為、意図する解答が得られず、２重調査をするなど、
ロスが生じ、内部的に予算オーバーが生じました。そういった経過の中で、プレ調査の必要性
を強く感じ、それを学びとしました。

・弊社のこれまでのスキルの範囲で遂行しましたので、特にありません。
・情報誌編集は２年目でしたので、効率の工夫や、コストダウンなど、工夫の中から学びを得ま
した。

19 行政サービスを改善させる協働のあり方（県ガイドラインの見直し等）についてご意見をお
願いします。
◇行政
・住民が行政サービスの提供者を選択できる仕組みを作るべき。
・とにかく、実績を重ねることが大切と思う。行政の信頼を得る上で、透明性の確保、企画能力
のＵＰなどが課題ではないだろうか。

・協働はあくまで行政サービス向上のための手段であり、ＮＰＯとの協働に限定した内容では将
来的に限界がでてくるものと考える。行政サービス提供手段は多様化しており、また、行政だ
けがサービス提供者となるべき分野は縮小し、ＮＰＯ、企業を含めた多様な主体がサービス提
供者になっていくものと思われる。したがって、岩手における協働のあり方を示すものとして、
行政とＮＰＯだけではなく、ＮＰＯと企業、ＮＰＯと企業と行政など、多様なサービス提供者
が連携し、新たなサービスを提供できる道筋を示すことができればと思う。
また、ＮＰＯにとっても、多様な主体との協働の実現は、ＮＰＯの自主性、独立性を高めてい
くためのひとつの手段になるのではないかと考える。（同様回答 3件）

・より一層連携を深めていく必要があると思います。
・特定の職員だけが､協働に携わる状況なので､他の職員も活動に参加しやすい環境を作るべき。
・協働を進めるための基盤整備として一般職員に対してもＮＰＯをよく理解する体制作りを整備

すべきである。
・ガイドライン策定の趣旨として、職員一人ひとりがＮＰＯとの協働の意義を理解することとな
っているが、一部の職員を除いて、ほとんど理解されていないと思われるので、色々な活動に
職員がもっと参加しやすい環境作りを先に実施すべきと考える。

・住民に一番近い行政サービスの担い手である市町村の位置付けについて、県が積極的にＮＰＯ
との協働を進めることで、ＮＰＯが市町村より県と密着しているという面がある。県とＮＰＯ
が協働するうえでの、市町村の役割（関与してもらう手段）をさらに広げる視点が必要と思う。

・協働を維持・発展させるためには、当該団体の自主財源確保や組織力の向上を図る必要がある
が、この目的達成のためには、ＮＰＯ法人に限らない形態の組織化が不可欠になるものと思わ
れる。協働の相手方であるＮＰＯの組織力、財政力を強化する支援を継続せずに、すぐに自助
努力に期待して支援を打ち切ることは、育成につながらない。

・行政の求める成果とＮＰＯの理念が完全に一致するケースは少ないと思われ、ガイドラインの
３、にあるような「委託や補助」が必ずしも積極的な協働の形態ではない印象を持っている。
むしろＮＰＯの掲げる社会的使命を果たすため、ＮＰＯ側の主体性を高める「後援・共催」を
推進すべきではないか。
（例）県や市町村等のニーズを一括して全ＮＰＯに提示し、各ＮＰＯがその中から選択して主
体的に行動するシステム作りなど。

・行政職員の『ＮＰＯ』及び「ＮＰＯとの協働」に対する正しい理解の促進が必要だと思う。（同
様回答 2件）

・協働相手の自主自立を促すためにも行政サービスの下請け的な協働ではなく、これまで以上に
協働相手又は受益者（サービスの対象）にとってのメリットを重視した形の協働を進める必要
がある。（同様回答 2件）

・業務委託や補助金の形態では、行政側が効率的な成果を求めると行政側の政策目標や責務の押
し付けが出てしまい、ＮＰＯが行政の下請け活動になりがちになり、ＮＰＯ本来のミッション
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による地域貢献が失われる。双方が簡単に理解できる協働のルールがあっても良い。（同様回
答 3件）

・ＮＰＯ法人の願いは活動する資金を安定的に確保することもその一つだが、更に付け加えれば
活動のビジョン目的を地域住民にしっかりと理解してもらうことである。行政サービスとは、
その法人の思いをつなぐ情報発信が重要となってくると思う。

・行政は相手先との共通理解のもと共に汗を流すつもりで関わることが行政への理解へとつなが
り、県民の満足度の向上へもつながると思う。

・民業委託との区別も例を示して解説があればと思う。（同様回答 4件）
・「協働」が目的にならないように気をつけてもらいたい。
・目的をはっきり持ち、協働はその一手段に過ぎないというスタンス。
・行政職員としてではなく一県民としてどう行政サービスがあるべきか、ＮＰＯの視点からどう
協働を進めるべきかを真剣に考えるように職員の意識を改革していくことが協働を進めてい
くうえでの課題である。

・協働のあり方は目的や地域、取り組む人などによって様々で、どこでも同じ方法で良いとは限
らない。協働を行なう場合、最初にどのような方法でやれば良いのか時間をかけて考えたい。
今の協働は特に事業が関係する場合、成果を急ぐ傾向がないだろうか。

・協働相手（団体）の事業遂行能力を高めるとともに、県においてもより積極的な協働を行なえ
る事業の洗い出し、柔軟な予算対応が出来る事が必要だと思われる。

・環境保全キャンペーン事業は協働事業という認識ではないため、このアンケートには回答でき
かねます。

・事業予算の構築に当たり労務費単価が県の非常勤職員、又は臨時職員の単価しか認められず（前
例踏襲）ＮＰＯの専門性を反映できない事例が出てきている。

19 行政サービスを改善させる協働のあり方（県ガイドラインの見直し等）についてご意見をお
願いします。
◇団体
・委託を受けることにより、税の申告など事務が忙しくなった。でも事務員を雇う経費は委託か
らはもらえないので、それを含めて委託できればなおよい。でなければ補助の方が楽だったか
も。

・型にはまらずいろいろな分野の方が、どんどん協働に参加できれば良いと思います。
・行政側でＮＰＯ担当者以外ではＮＰＯや協働に対する認識がまだまだ低い。行政・ＮＰＯ双方
のレベルアップが当面の基本的な課題。

・ＮＰＯは非営利を旨としているが、活動の継続や団体の活性存続には資金が必要である。
・今回行政と協働することにより、行政の指導はもちろん、資金面での援助を感じた。
・連携することによってプラスになる項目が見える在り方。補助金でもよいし、エキスパートの
手配でもよい。

・今回の事業は、これまでの行政サービスには無い種類のサービスであった。この事業を委託事
業として実施したが、様々な新規事業に対して何が委託で何が補助になるかの考えを整理する
必要がある。（同様回答 2件）

・予算があまりにも少ないと、効果的なプログラムを組むことが出来ない。
・費用対効果についても精査し､効果あるプログラムに集中的に予算を投入すべきかもしれない。
・行政は常に住民の組織する団体を支援したり理解して欲しい。
・企画段階から参加できる仕組みが必要。ある程度枠組みができてから提案されると、協働の中
味が薄れてしまう。

・経費の算定基準があってもいいのではないか。
・従来からの行政主導型体質が抜け切れてない事もあって、協働者として対等な立場から事業を
進めるに当たっても今、何が問題で何を必要としているのかを行政からの情報提供が必要と感
じている。

・協働といっても対等な関係での協働は現実には難しいものがあると思います。少しでも規制や
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しばりを少なくして、もっと自由な発想で市民活動を活性化させて欲しい。
・団体に所属しないが能力に充分社会資源としてある方々が大多数ではないでしょうか。その
方々は決して社会貢献を無視しているわけではないはずです。いかに事業に参画して、地域力
となっていただくかが、今後のＮＰＯのあり方の大きな課題だと思います。老若男女どこにエ
ネルギーをだせばよいか困っています。住民が責任を感じて動き出せるようどうぞサポートし
てください。

・委託事業を行う場合、担当課が違うために同じ団体が複数の事業委託を受ける事があるようで
すが、新たな団体を育てる意味でも、同一団体に委託を集中させないような工夫をしてほしい
です。（参考：仙台協働本より）など、県のＮＰＯ情報誌やＨＰ作成事業等。

・委託や補助金は、管理費も含めて考えていただきたい。
・事業自体の人件費を適切に見てもらいたい。
・協働を進めるために「ガイドライン」そのものが私にはよく分かりませんでした。ガイドライ
ン（資料の概念）も始めて目にしました。行政がどのように協働を進めていこうとしているの
か示して欲しいと思います。

・丁寧で確実な情報の伝達が必須であること。協働する仕事の中味を十分に把握し一体となって
行動する事。

・政策形成→施策形成→事業実施のそれぞれの部分に協働パートナーとして加われる仕組みが必
要。

・民間事業者と競合する分野に「協働」を持ち込むことは、地域経済の振興という側面から慎重
に考えるべきである。非営利組織であれば、競争によってサービスの質を争うことは必要かも
しれないが、その場合は競争が公正に行なわなければならない。一部は「協働」という名目の
もとに補助金的の公的資金得た非営利組織が市場に介入したことにより、民間事業者の営業に
支障が出ているケースもあり、何が「協働」すべき事業なのか、しっかり議論して欲しい。（同
様回答 2件）

・受益者側のニーズをしっかり把握する必要がある。
・委託と補助共催（協定）など、協働形態の整理と、それにあわせた契約方法の整理とパターン
化が必要ではないでしょうか。

・ＮＰＯサポートルーム、センター的な場に資金が流れすぎてないか。サポートルーム、センタ
ー的なＮＰＯ法人は本当に他のＮＰＯを育てようとしているのか。県も容易に特定のＮＰＯを
信頼し過ぎている。ＮＰＯ法人だから力があるわけではない。

・下請と協働のちがいを明確にする必要がある。
・何をもって協働事業とするか（資金、物、人的・・・）
・協働事業とは言うものの委託事業であったと思う。
・この様な事業は、行政でなければ、維持・存続、整備は困難であり、地域の住民や管理責任者
（所有者）に対する問いかけが可能である。
・協働をするといっても、双方の担当者の能力、得意、不得意などを理解してないと、なかなか
難しいです。逆にそのあたりの気心が知れている担当者同志であればうまくいくと思っていま
す。

・盛岡地方振興局で行なっている御所湖広域公園の町場地区とのスイミングプールの計画策定な
どでは、まさに協働だと思いますが、県はそういう認識をしていないのでしょうね。Ｈ16.17.18
と継続して実施しています。

・行政の予算執行は当然のことながら単年度であり、そのせいもあってか目に見える成果を求め
すぎるきらいがある。

・景観のような、数十年をスパンとした取り組みの場合、数年後の変化を見守る仕組みが必要で
あることを学んだ。



資料－４
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県民参加型外部評価システム構築事業

■「協働プロセス評価」提言作成検討会発言内容

日 時：２００６年９月６日（水曜日）１５：００～

会 場：いわて県民情報交流センター（アイーナ）６階ＮＰＯ活動交流センター

＜次 第＞

１． 開 会 ・・・・・・・・・・・・１５：００

２． 出席者紹介

３． 趣旨説明

４． 資料確認

資料－１ 協働プロセス評価 総括表

資料－２ 協働プロセス評価 その他の内容

資料－３ 外部評価モデル事業計画書

その他の資料 協働プロセス評価集計表 行政・団体（郵送済み）

５． 調査結果の検証と課題・ビジョンの検討

１）調査結果の説明と質疑

２）協働の効果に関する検証

３）協働プロセスにおける課題の検討

＜発言要旨＞
■ 事業提案したのにコンペで選定するのは疑問。
■ 報告書の仕様にアンケート（第三者評価）を入れてはどうか。
■ あらかじめ受益者への評価アンケートを計画に入れる。
■ 団体の事務処理能力高まった。
■ 行政が持っていない視点を提供できた。
■ 何のためにやるか、お互いに確認することが重要。
■ 県民への還元が検証できない。
■ 時限立法的なマニュアルの統一が必要か？
■ 市町村レベルでは細かいマニュアル必要、県はそれほど必要ない。
■ 県の事業は県民に直結しづらい。
■ どちらかの働きかけによる事業なのかを後に残しておくと評価の時によい。
■ 何が協働なのか統一できていない。
■ 対象者に対してなら調査しやすいが県民意識調査は難しい。
■ プロセス自体の記録を残しておくことが重要。
■ 協働事業を事業者にも理解してもらえることが必要。
■ 協働事業採択の基準に住民を巻き込むことを評価しては。
■ 評価シートを厳密にすると使いづらい。
■ 行政からの人的支援をもっと欲しい。（お金がないなら）
■ 協働自体が受手を育成する面ある。
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■ 外部からの検証をマニュアルに入れる方がよい。
■ 団体に県民からの評価を求めるのは言うは易･･･である。
■ 協働する側、受ける側、どちらも巻き込む活動。
■ 委託ではコンペ必要。補助なら不要。
■ 行政が支援できるのは、まずはお金。次に人。
■ 地域、企業にも働きかけをしていきたい。
■ 一緒にやることで行政単独でできないことができる。
■ 県には協働とは下請という誤解があるのでセミナーを。
■ 地域にメリットをもたらす協働をめざす。
■ 協働進めることで県は市民の声を直接聞ける。
■ 協働事業であることをＰＲしながら事業実施することで住民へ伝える。
■ 事業前後の分析できる仕組み欲しい。
■ コストには見えないものもあり、受益者の気持ちをくみとることが必要。
■ 受益者に対する費用対効果をＰＲ。
■ 岩手では、民間は次元が低いという意識まだある。
■ 県のサポートのおかげで中間支援 NPO できた。
■ 我々自身が常に斬新な発想をもつことで協働が進む。
■ 仕様書に対する意見を取り入れてもらっている。
■ 景観点検は県の担当者の考えに牛耳られて良くない。
■ 委託補助の考え方はコンペの要項を作った上で相談してほしい。
■ 宮古では県の方が理解ある。市では単に助っ人扱い。
■ 政策立案プロセスの初めから一緒にできるようなマニュアルへの位置づけ。
■ 市町村は財源ないので協働に消極的になる。
■ 振興局には融通のきく財源があるが市町村は厳しい。
■ 協働することで団体に力が付いてきた。
■ 市町村によって協働に対する意識取組みが違う。
■ 協働の定義づけをはっきりしてほしい。
■ 福祉については個々の課題はあっても地域の問題としてはとらえられなくなっている。
■ 協働を進めるといいつつ、旧来から関わる団体としか連携しない。
■ 評価の仕方は行政と団体で違って良い。
■ 行政提案と団体提案事業で評価の仕方を分けてはどうか。
■ 補助と委託でスキームを分けるべき。
■ 受益者側の受取り方をふまえたマニュアルを。
■ 協働のモデルを示しながら事業実施すると安心する。
■ 県主導でマニュアルを作っても地域の実情がある。
■ 協働になじまないものがあればその説明がほしい。
■ 委託は自分たちの能力を否定することの行政意識。
■ お互いの仕事のやり方を知る場合が協働と思う。
■ 分野が異なると協働に対する行政の意識が違う。
■ 部署毎に協働のしやすさに違いない様にマニュアル。
■ 最低満たさなければならない基準が必要だと思う。
■ 体裁で協働をするため、住民が誤解することがある。
■ 補助・委託の前に「どうあればいいか」を話し合う場が必要。
■ 提案から事業化までのスキームが大事。
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提言作成検討会出席者名簿

氏名 法人・任意 団体名 役職 所在地

高井 昭平 ＮＰＯ法人 いわてＮＰＯセンター 理事長 盛岡市

貫牛 利一 ＮＰＯ法人 やませデザイン会議 議長 久慈市

湯川 秀俊 ＮＰＯ法人 カシオペア連邦地域づくりサポーターズ 代表理事 二戸市

小野寺浩樹 ＮＰＯ法人 レスパイトハウス・ハンズ スタッフ 一関市

鹿野 順一 ＮＰＯ法人 ＠リアス NPO サポートセンター 代表理事 釜石市

佐々木昌子 ＮＰＯ法人 いわて NPO 事業開発センター 代表理事 宮古市

佐藤 英夫 ＮＰＯ法人 奥州・いわてＮＰＯネット 理事長 奥州市

中村 一郎 ＮＰＯ法人 いわてＮＰＯフォーラム２１ 理事 盛岡市

岩城 恭治 任意団体 夢ネット大船渡 代表 大船渡市

畠山 泰彦 社会福祉法人
岩手県社会福祉協議会
ボランティア・市民活動センター

所長補佐 盛岡市

岩渕 公二 ＮＰＯ法人 政策２１ 理事長 盛岡市

稲葉比呂子
吉田 聡
瀬川 敏彦

岩手県地域振興部 ＮＰＯ・国際課 総括課長
主査
主査

盛岡市

佐藤 泰宗
神山 隆行

岩手県総合政策室経営評価課
政策評価担当

主事
主任

盛岡市

髙橋 敏彦
小原 学
高橋 穏至
備前恵理子
三田 香織
髙橋 淳子

ＮＰＯ法人 いわてＮＰＯ-ＮＥＴサポート 代表理事
常任理事
理事
理事
スタッフ
スタッフ

北上市

順不同



委託者
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1 岩手県知事 増 田 寛 也
担当 岩手県総合政策室経営評価課 TEL：019-629-5180 FAX：019-629-5189

受託者
〒024-0061 岩手県北上市大通り 1-3-1

特定非営利活動法人 いわてＮＰＯ－ＮＥＴサポート 代表理事 高 橋 敏 彦
TEL：0197-61-5035 FAX：0197-61-5036

E-mail npo@npo2000.net http;//www.npo2000.net
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